
2026/1/6

1

賽の磧登山道の立入規制の今後の方針について

資料１ー５

• 平成27年から平成30年にかけて2度に
わたる火山活動の活発化を受け、想定
火口域内の立入規制を行った。

• 火山活動が落ち着いた後、御釜に面す
る「馬の背登山道」の規制は解除した一
方、「賽の磧登山道」の規制は現在も続
いている。
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• 噴火警戒レベル１の段階での当該規制
については、法的拘束力を有しない「自
主規制」であることから、立入規制解除
を求める声を受け、令和５年度協議会に
て、規制解除へ向けた現地調査を行う
旨決定した。

・令和６年度現地調査は天候不良で延期
となり、令和７年１０月７日に宮城県（防災
推進課、観光戦略課）、蔵王町、川崎町、
白石消防署が合同で調査を行った。
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※想定火口域外の峩々温泉に至るルート
は、令和7年度調査登山の対象外。

１ 想定火口域内の注意喚起の必要性

⇒全機関が「必要」と回答

【意見】

。
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２ 想定火口域外、追分までの規制解除につ
いて

⇒多くの機関が解除「可能」と回答するも、
登山道整備を踏まえた意見が多数。

【意見】

３ 調査対象外の峩々温泉ルートについて

⇒登山道の整備を条件として規制解除賛成
が多数を占めるが、地元からは反対も。

【意見】
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●「想定火口域内」、「噴火警戒レベルが
上がると立入が規制される」、「新噴気孔
へ近づかない」等の注意喚起は、火山防
災協議会で検討するものである。

●一方、観光資源たる登山道の整備主体、
整備費用の負担にかかわる決定は、活火
山法に基づき設置されている蔵王山火山
防災協議会で決定できない性質のもので
ある。
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賽の磧登山道の規制解除の流れと並行する形
で、以下のことに取り組む。
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